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Ⅰ 業務概要説明 

 国立大学法人岡山大学（以下「本学」という。）では、本部棟エントランスについて、

什器等による空間デザインとそれに伴う調達業務に関する企画競争を実施する。 

 この公募要領は、外部委託する本業務の受注者を決定するための公募企画競争の内容

を定めたものである。 

 

１－１．業務名 

 岡山大学本部棟エントランス改修デザイン業務 一式 

 

１－２．業務の背景・目的 

 本部棟エントランスは竣工から２２年が経過し、経年劣化のみならず、空間としての

印象や機能が現在の本学のありたい姿と整合していない状況となっている。とりわけ、

全体として暗く、温かみや潤いに乏しい印象になっていることや、来学者に対する大学

理念や教育研究活動の発信力が十分でないことなど、印象面・機能面の双方において見

直しが求められている。 

エントランスは本学のミッション・ビジョンや姿勢を最初に伝える「大学の顔」であ

り、本学の将来ビジョンを象徴する空間として、その刷新を図るものである。 

本業務は、エントランス空間の魅力向上を目的とし、より明るく開放的で、訪れる人

に本学のイメージを強く印象付け、職員が特別感と誇りを持って働ける空間へと再構築

することを目指すものである。 

特に、SDGs（持続可能な開発目標）を推進してきた本学の姿勢を体現するため、可能

な限り本物の植栽等の「自然の緑」を取り入れることで、生命感と潤いを感じられる環

境を象徴的に創出する。また、ESD（持続可能な開発のための教育）の理念に基づき、

環境への配慮や持続可能性への姿勢が、空間そのものから自然に伝わる構成とすること

を目指す。 

さらに、岡山地域が進めるアートによるまちづくりや、理数系教育（STEM）にアー

ト（創造性・感性）を加えた STEAM教育を進める本学の取り組みを踏まえ、アート性

を備えた象徴的な空間の実現を図る。加えて、カーボンニュートラルの視点を踏まえ、

温室効果ガス（CO₂等）の排出量削減に資する素材・工法の採用等を検討し、次世代型

のエントランス空間の実現を目的とする。 

 

１－３．業務内容 

（１）スペースデザイン 

（２）必要な什器類（ただし、デジタルサイネージ本体の調達及び設置工事を除く）の
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調達、搬入及び設置 

（３）本業務遂行に必要となるその他の業務 

 

１－４．業務実施期間 

 契約締結日から令和８年１０月３１日まで 

 

１－５．場所 

岡山市北区津島中一丁目１番１号 

国立大学法人岡山大学 本部棟 

 

１－６．支払限度額 

１０，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

  

１－７．応募資格（対象者及び資格要件） 

次の各号に該当すること。 

（１）国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程第６条及び第７条の規定に該当しない者

であること。 

（２）国の競争参加資格（全省庁統一資格）において令和８年度に中国地域の「役務の

提供等」及び「物品の販売」の「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされ

ている者であること。 

（３）学長から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

 

１－８．説明会 

 本企画競争について、説明会を開催する。説明会では、本業務の概要、背景及び目的

並びに「１－１０．企画提案書」等について説明を行い、併せて質疑応答の時間を設け

る。なお、本説明会への参加は必須ではない。 

参加希望者は、令和８年５月１４日（木）１０：００までに、電子メール（件名：企

画競争説明会参加希望）により、以下の事項を連絡すること。折り返し、オンライン説

明会の URLを送付する。 

 

【送付先】 

国立大学法人岡山大学研究・イノベーション共創管理統括部研究協力課 

（担当：松本・高橋）E-mail：kenkyu-kaikei◎adm.okayama-u.ac.jp 

（※電子メール送信の際は、◎を＠に置き換えること。） 
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【必要事項】 

①企業名 

②担当者名及び連絡先（電子メールアドレス・電話番号） 

③希望する接続アカウント数 

 

【説明会開催日時等】 

日時：令和８年５月１５日（金）１０：００～（１時間程度） 

場所：オンライン開催 

 

１－９．企画提案の意思表明 

 企画提案を行う意思のある者は、令和８年５月２２日（金）１０：００までに、電子

メール（件名：企画提案の意思表明）により、以下の事項を連絡すること。 

 

【必要事項】 

①企業名 

②担当者名及び連絡先（電子メールアドレス・電話番号） 

 

【送付先】 

国立大学法人岡山大学研究・イノベーション共創管理統括部研究協力課 

（担当：松本・高橋）E-mail：kenkyu-kaikei◎adm.okayama-u.ac.jp 

（※電子メール送信の際は、◎を＠に置き換えること。） 

 

１－１０．企画提案書 

 企画提案の意思表明を行った者は、以下のとおり企画提案書等の書類を電子メール

（PDFデータ形式）にて提出すること。 

（１）提出書類 

 ①企画提案書 

  公募要領を参照の上、本業務提案の詳細を記載すること。平面図、イメージパース

及び物品リストを含み、提案が具体的にイメージできるものとすること。なお、空

間演出に関わる照明計画（配置、器具種別、照度イメージ等）についても提案に含

めること。 

 ②スケジュール表 

  什器類設置までの業務スケジュールを記載すること。 
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 ③経費の見積書 

  積算内訳（商品名、メーカー名、型番含む）を記載すること。 

 ④会社概要パンフレット 

 ⑤令和８年度の国の競争参加資格審査結果通知書（写） 

 ⑥審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における認定

等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認通知がある場合はその写し 

 ⑦本件と類似する契約実績・納入実績を有する場合は、パンフレット、写真、ウェブ

サイト等、参考となる資料 

  なお、類似の判断が難しい場合においても、提出を拒むものでない。 

 

（２）提出期限 

  令和８年６月５日（金）１０：００ 

  ※期限を過ぎた場合は、いかなる理由があっても受理しない。 

   

（３）提出先 

  国立大学法人岡山大学研究・イノベーション共創管理統括部研究協力課 

 （担当：松本・高橋）E-mail：kenkyu-kaikei◎adm.okayama-u.ac.jp 

（※電子メール送信の際は、◎を＠に置き換えること。） 

  ＴＥＬ ０８６－２５１－８９６１ 

  ※提出する際の件名を「企画提案書提出」とすること。 

 

（４）提出された書類の取扱い等 

 ①企画提案書等の制作及び提出に係る費用は、参加者の負担とする。 

 ②提出された企画提案書等は返却しない。 

 ③提出された企画提案書等は、参加者に無断で使用しない。 

 ④提出された企画提案書等は、提出後いかなる理由があったとしても内容の変更は認

めない。 

 

１－１１．提案の審査に関する事項 

 企画提案書等の提出後、本業務についてプレゼンテーションを実施する。なお、プレ

ゼンテーションに参加しない者は選定の対象としない。 

 「１－１０．企画提案書」のうち、①企画提案書及び②スケジュール表については、

事務局で A3 サイズに印刷し、本学の企画競争審査委員会（以下、「審査委員会」とい

う。）の委員へ配布する。 
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 プレゼンテーション終了後、審査委員会において、「審査基準」（別紙１）に基づき審

査を行い、本学にとって最も適切と認められる提案を行った者を契約の相手方として選

定する。 

なお、評価結果が同等である者が複数ある場合は、提案内容等を踏まえ、審査委員会

において総合的に審議の上、契約の相手方を選定する。 

 

   【プレゼンテーション開催予定日時等】 

   日時：令和８年６月８日（月）・１６日（火）のいずれかの午後 

   場所：国立大学法人岡山大学本部棟６階第二会議室 

 

 ※プレゼンテーションは１０分程度を想定しており、その後質疑応答を想定してい

る。なお、日程は変更する可能性がある。 

※プレゼンテーションの詳細については「１－８．説明会」にて連絡する。なお、

説明会に参加しない場合は、電子メールにより詳細を連絡する。 

※プレゼンテーション参加のための交通費等の諸経費は、参加者の負担とする。 

 

１－１２．審査結果 

 審査結果は、令和８年６月１９日（金）までに参加意思表明時に記載の連絡先へ電子

メールにて通知する。 

 

１－１３．契約の締結に関する事項 

受注者と本学の間で、役務請負契約書を取り交わす。 

 

１－１４．その他 

（１）本業務の再委託 

受注者は、原則として本業務の全部又は一部を第三者に再委託することはできない。

ただし、事前に本学の承諾を得た場合はこの限りではない。 

（２）本業務全般に関する問合せ先 

  国立大学法人岡山大学研究・イノベーション共創管理統括部研究協力課 

 （担当：松本・高橋）E-mail：kenkyu-kaikei◎adm.okayama-u.ac.jp 

（※電子メール送信の際は、◎を＠に置き換えること。） 

  ＴＥＬ ０８６－２５１－８９６１ 

（３）本業務の実施にあたっては、国立大学法人岡山大学が定めた役務請負契約基準に

よる他、不明の点はその都度、本学担当者の指示によること。 



 

 

6 

 

（４）成果物に関する権利の帰属 

  受注者が、本業務により作成した成果物に関する一切の権利は、本学に帰属するも

のとする。詳細は契約時に双方で確認するものとする。 

 

Ⅱ 提案の要件 

 岡山大学本部棟エントランス改修デザイン業務に関する提案は、以下の要件を満たすも

のとする。 

（１）国立大学法人岡山大学本部棟のエントランスを整備すること。既存レイアウトの

詳細等は、別紙２「エントランス詳細図」を参照すること。 

（２）正面玄関からエントランスに入った際、西側既存の２本の柱の間の奥にある空間

が直接視認されにくくなるよう、岡山大学を象徴する目隠し（以下、「シンボル壁」

という。）を設置すること。シンボル壁の玄関側には大学のロゴ等を掲示し、シン

ボル壁を含めたエントランス全体が調和の取れた空間となるよう整備すること。 

  ※便宜上「壁」と表記するが、２本の柱の間の全てを塞ぐ必要はなく、玄関側から

見て奥の既存壁が見えにくくなる程度でも可とする。 

（３）アート作品や本学の研究に関する展示物など、可変的に展示内容を入れ替えるこ

とが可能なギャラリースペースを整備すること。 

（４）来学者が打合せ前にノートパソコン等を使用した軽作業を行うことができるリラ

ックススペースを整備すること。（想定滞留人数：５～６人程度、滞留時間：１５

分程度） 

（５）既存の大学のイメージにとらわれない空間デザイン及びレイアウト作成を行うこ

と。 

（６）エントランスに相応しい什器類を選定し、提案したレイアウトに基づき什器類の

調達、搬入及び設置を行うこと。 

（７）エントランスの仕様内容は以下のとおりとする。 

（ア）利用者の動線に十分配慮したゾーニングを行うこと。 

 （イ）シンボル壁、ギャラリースペース及びリラックススペースは、それぞれ独立さ

せる必要はなく、混在させることも可とする。 

 （ウ）シンボル壁を背とした記念撮影を想定すること。 

（エ）明るい空間にするための照明計画を行うこと。照明計画においては照度を明記

するとともに、照明器具の調達、搬入及び設置を行うこと。なお、照明に係る電気

工事は本業務には含まず、別途本学において実施する。 

 （オ）風除室・吹抜・上階を活かした空間デザインも可とする。 

 （カ）岡山県又は岡山大学らしい素材を取り入れた空間とすること。 
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（キ）デジタルサイネージについては、エントランス内（75インチ×2台）及び北側

エレベーター横（55インチ×1台）に設置する予定である。設置位置、意匠及びレ

イアウト等の計画提案を行うこと。なお、エントランス内のデジタルサイネージは

学内外の情報を来学者及び職員に周知するための使用を想定し、北側エレベーター

横のデジタルサイネージはフロア案内及び当日の催事案内としての活用を想定し

ている。また、デジタルサイネージ本体の調達及び設置工事は本業務に含まず、別

途本学において実施する。 

 （ク）可能な限り本物の植栽、自然由来の材料を取り入れた空間とすること。また、

整備後のメンテナンス方法を明記すること。 

 （ケ）エントランスに既に設置されている自動販売機については原則として現状のま

まとし、移動が必要な場合には本学と協議の上で対応すること。 

 （コ）岡山県又は岡山大学らしさ、自然由来、SDGs（持続可能な開発目標）、ESD（持

続可能な開発のための教育）、温室効果ガス（CO₂等）の排出量削減、アート性など

のキーワードを元にシンボル壁、什器やその他備品を配置すること。 

 （サ）消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）に適合したものとすること。なお契

約後の消防署との協議も本業務に含むものとする。 

（８）提案書類には、本件のアフターケア体制について図表及び文章等を用いて記載す

ること。 

（９）採択後、提案内容の実施にあたっては、本学との協議及び打合せにより、仕様・

デザインその他必要な事項について調整を行うものとする。 
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別紙１ 

 

審査基準 

 

１．審査方法について 

 提出された企画提案書等について、企画競争審査委員会において書類選考及びプレゼン

テーションによる選考を行い、基準点（60点）を満たし、かつ、得点が高い者から順に優

先交渉権を得るものとする。 

 

２．契約予定者の選定方法 

 上記１．により、優先交渉権を得た者の中から契約予定者を選定する。 

 

３．評価方法 

 評価は、書類選考及びプレゼンテーション選考の各項目に対応する次の審査基準により

評価し、企画競争審査委員会の各委員が評価した各項目の点数の平均点を合計したものを

企画提案した者の得点とする。 

 

※評価基準の目安 

評価項目 大変優れて 

いる 

優れている 普通 やや劣って

いる 

劣っている 

（１） 5点 4点 3点 2点 1点 

（２） 5点 4点 3点 2点 1点 

（３） 5点 4点 3点 2点 1点 

（４）① 10点 8点 6点 4点 2点 

（４）② 10点 8点 6点 4点 2点 

（４）③ 10点 8点 6点 4点 2点 

（４）④ 10点 8点 6点 4点 2点 

（４）⑤ 10点 8点 6点 4点 2点 

（４）⑥ 10点 8点 6点 4点 2点 

（４）⑦ 10点 8点 6点 4点 2点 

（５） 5点 4点 3点 2点 1点 

（６） 5点 4点 3点 2点 1点 

（７） 以下審査基準（７）のとおり 
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審査基準 

評価項目 
評点 

配点 合計 

（１） 【本業務の納入実績】 5 

100 

 本業務の実績が豊富にあるか。  

（２） 【本業務の理解度】 5 

 本業務の整備についての適切な認識があるか。  

（３） 【経済性】 5 

 提案価格が支払限度額に対して安価か、提案什器等との整合

性があるか。 

 

（４） 【デザイン・技術提案】  

① 企画提案書等の実現可能性はあるか。 10 

② 提案デザインの意匠性と機能性は十分か。 10 

③ デザイン全体が調和的に検討され提案できているか。 10 

④ 本学のミッション・ビジョンを体現した空間デザインとなっ

ているか。 

10 

⑤ 提案は安全性が担保され、容易に維持が可能か。 10 

⑥ 既存の大学のイメージにとらわれない空間デザインとなって

いるか。 

10 

⑦ 目的が達成できるゾーニング、スペースの確保ができている

か。 

10 

（５） 【アフターケア体制】 5 

 アフターケア体制は整っているか。  

（６） 【プレゼンテーション等】 5 

 プレゼンテーション及びヒアリング内容は適切か。  

（７） 【ワーク・ライフ・バランス等の取組】 

以下のいずれかの認定等があること。［ワーク・ライフ・バラ

ンス等の取組に関する認定内容等により加点する。］ 

最大 

5 

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍

推進法）に基づく認定（えるぼし認定企業・プラチナえるぼ

し）等 

えるぼし認定 1段階目 

えるぼし認定 2段階目 

えるぼし認定 3段階目 

プラチナえるぼし認定 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

行動計画策定済（女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計

画の策定義務がない事業主（常時雇用する労働者の数が１０
1 
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０人以下のもの）に限る（計画期間が満了していない行動計

画を策定している場合のみ） 

次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くる

みん認定企業・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定

企業）等 

・くるみん認定①（平成 29 年 3 月 31 日までの基準）（次

世代法施行規則等の一部を改正する省令（平成２９年厚生労

働省令第３１号。以下「平成２９年改正省令」という。）に

よる改正前の次世代法施行規則第４条又は平成２９年改正省

令附則第２条第３項の規定に掲げる基準による認定） 

・トライくるみん認定①（令和 4 年 4 月 1 日～令和 7 年 

3 月 31 日までの基準）（次世代法施行規則の一部を改正す

る省令（令和６年厚生労働省令第１４６号。以下「令和６年

改正省令」という。）による改正前の次世代法施行規則第４

条第１項第３号及び第４号又は令和６年改正省令附則第２条

第２項の規定によりなお従前の例によることとされた令和６

年改正省令による改正前の次世代法施行規則第４条第１項第

３号及び第４号に掲げる基準による認定） 

・くるみん認定②（平成 29 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 

31 日までの基準）（次世代法施行規則の一部を改正する省令

（令和３年厚生労働省令第 185 号。以下「令和３年改正省

令」という。）による改正前の次世代法施行規則第４条又は

令和３年改正省令附則第２条第２項の規定によりなお従前の

例によることとされた令和３年改正省令による改正前の次世

代法施行規則第４条に掲げる基準による認定（ただし、くる

みん①の認定を除く。）） 

・トライくるみん認定②（令和 7 年 4 月 1 日以降の基

準）（令和６年改正省令による改正後の次世代法施行規則

（以下「新施行規則」という。）第４条第１項第３号及び第

４号に掲げる基準による認定） 

・くるみん認定③（令和 4 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 

31 日までの基準）（ 令和６年改正省令による改正前の次世

代法施行規則第４条第１項第１号及び第２号又は令和６年改

正省令附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によるこ

ととされた令和６年改正省令による改正前の次世代法施行規

則第４条第１項第１号及び第２号に掲げる基準による認定

（ただし、くるみん①及びくるみん②の認定を除く。）） 

・くるみん認定④（令和 7 年 4 月 1 日以降の基準）（令和
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６年改正省令による新施行規則第４条第１項第１号及び第２

号に掲げる基準による認定） 

・プラチナくるみん認定 

・行動計画（令和 7 年 4 月 1 日以降の基準）策定済（次

世代法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主

（常時雇用する労働者の数が１００人以下のもの）に限る

（計画期間が満了していない行動計画を策定している場合の

み） 

 

4 

5 

 

 

 

 

1 

青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基

づく認定（ユースエール認定） 

※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外

国法人については、相当する各認定等に準じて加点する。 
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該当なし 0 

 


























